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○九度山町老人等医療費の支給に関する条例

平成１８年９月２８日条例第１７号

改正

平成２０年３月２８日条例第９号

平成２１年３月２６日条例第６号

平成２３年６月２４日条例第１１号

平成２７年３月２６日条例第７号

令和元年６月２６日条例第１２号

令和５年１２月２０日条例第１７号

九度山町老人等医療費の支給に関する条例

九度山町老人等医療費の支給に関する条例（昭和４６年九度山町条例第１００号）の全部を

次のように改正する。

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 老人医療費（第４条―第６条）

第３章 乳幼児医療費（第７条―第９条）

第４章 重度心身障害児者医療費（第１０条―第１３条）

第５章 ひとり親家庭医療費（第１４条―第１６条）

第６章 特別医療費（第１７条―第２０条）

第７章 申請及び支給（第２１条―第２３条）

第８章 その他（第２４条―第２７条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、老人、乳幼児、重度心身障害児者、ひとり親家庭及びその他特別の事情

を有する者に対し、各医療費の一部を支給することによりその者の健康の保持及び増進を図

り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

（医療費の種類）

第２条 この条例において、支給する医療費の種類は次のとおりとする。

(1) 老人医療費

(2) 乳幼児医療費

(3) 重度心身障害児者医療費

(4) ひとり親家庭医療費

(5) 特別医療費

（定義）

第３条 この条例において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）

(2) 船員保険法（昭和１４年法律第７３号）

(3) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

(4) 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）

(5) 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）

(6) 私立学校教職員共済組合法（昭和２８年法律第２４５号）
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(7) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

２ この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族

療養費、療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費

をいう。

３ この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取

り扱う病院、診療所、薬局又はその他のものをいう。

第２章 老人医療費

（老人医療費における用語の意義）

第４条 この章において「老人」とは６７歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、７０

歳の誕生日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）の末日

を経過していない者をいう。

（支給対象者）

第５条 老人医療費の支給の対象となる者（以下この章において「支給対象者」という。）は

本町に住所を有する老人であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその

被扶養者であり、かつ、規則で定める要件の全てに該当するときは、その年の８月から翌年

の７月まで（新たに対象となった場合にあってはそのときから次の７月までとし、対象とな

らなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで）の間、当該老人を支給対象者と

する。

２ 町長は、前項の規定にかかわらず、本町に住所を有する老人が災害等その他の規則で定め

る特別な事情により、医療保険各法その他法令の規定により給付が行われた医療に関し老人

が負担すべき額（以下「自己負担医療費」という。）の負担が困難であると認めたときは当

該老人を支給対象者とすることができる。

３ 前２項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する者は支給対象としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることができる者

(2) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けている者

(3) その他法令等で全額医療給付を受けている者

（医療費の範囲）

第６条 この条例により支給する老人医療費は、医療保険各法その他法令の規定による医療に

関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち自己負担医療費から、医

療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、７０歳の誕生日の属する

月の翌月に到達した者が負担する金額に相当する額を控除した額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約又は定款等により付加給付を

受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、その者に支給す

べき老人医療費は当該給付を受け、又は受ける額を控除した額とする。

第３章 乳幼児医療費

（乳幼児医療費における用語の意義）

第７条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「乳幼児」とは、６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。

(2) 「保護者」とは、親権を行う者その他の者で乳幼児を現に監護し、生計を維持してい

る者をいう。

（支給対象者）

第８条 乳幼児医療費の支給の対象となる者（以下この章において「支給対象者」という。）
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は、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、本町の

区域内に住所を有する乳幼児の保護者をいう。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当す

る者は支給対象者としない。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者

(2) その他法令等で全額医療給付を受けている者

（医療費の範囲）

第９条 この条例により支給する乳幼児医療費の額は、対象乳幼児に対する医療保険各法その

他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のう

ち支給対象者が負担する額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約又は定款により付加給付を受

ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、その者に支給すべ

き乳幼児医療費は、当該給付を受け、又は受ける額を控除した額とする。

第４章 重度心身障害児者医療費

（重度心身障害児者医療費における用語の意義）

第１０条 この章において「重度心身障害児者」とは次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定による身体障害者手

帳の交付を受けている者で、障害の程度が１級又は２級に該当する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が３級に該当し、かつ前年の所得

（１月から７月までの間に受ける医療にかかる医療費については、前々年度の所得。以下

同じ。）にかかる町民税が課せられていない世帯に属する者

(3) 療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）により療育手

帳の交付を受けている者で、その障害程度がＡの者

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）の規定に基づ

く特別児童扶養手当の支給を受けている者が、現に監護又は養育している児童で、その障

害の程度が同法施行令別表第３に定める１級に該当する者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の

規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が１級に該当す

る者

（支給対象者）

第１１条 重度心身障害児者医療費の支給の対象となる者（以下この章において「支給対象

者」という。）は本町に住所を有する重度心身障害児者であって、医療保険各法の規定によ

る被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児者に該当したときの

年齢が６５歳未満である者又は平成１８年９月３０日以前に当該医療費の支給対象となって

いた者とする。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は支給対象者としない。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者

(2) その他法令等で全額医療給付を受けている者

（支給の制限）

第１２条 前条の規定にかかわらず、重度心身障害児者医療費は、次の各号のいずれかに該当

する場合には、その年の８月から翌年の７月までは、支給しないものとする。ただし、支給

対象者又は支給対象者が２０歳未満の場合は対象者を監護する父若しくは母又は養育者（以

下「対象者等」という。）が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第９条第１項に規定す

る被災者に該当する場合においては、この限りではない。



4/7

(1) 対象者等の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第６条に規定する政

令で定める額以上であるとき。

(2) 対象者等の配偶者又は民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条に定める扶養義務

者で主として当該対象者等の生計を維持するものの前年の所得が特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第７条に規定する政令で定める額以上であるとき。

（医療費の範囲）

第１３条 重度心身障害児者医療費は、医療保険各法の規定により医療に関する給付（重度心

身障害児者のうち第１０条第２号に該当するものにあっては、入院にかかる医療に限る。以

下この章において同じ。）が行われた場合において当該医療に要する費用のうち、対象者等

が負担する費用の額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担に

おいて医療費の給付を受けられる場合は重度心身障害児者医療費の支給に優先するものとす

る。

第５章 ひとり親家庭医療費

（ひとり親家庭医療費における用語の意義）

第１４条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。

(2) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。

(3) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）と死別した男子又は女子であって現に

婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同

じ。）をしていない者及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。ただし、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号に規定する里親は、除くものと

する。

ア 離婚した男子又は女子であって、現に婚姻をしていない者

イ 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

ウ 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女

子

エ 配偶者から遺棄されている男子又は女子

オ 配偶者が法令により引き続き１年以上拘禁されているため、その扶養を受けることが

できない男子又は女子

カ 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていない者

キ 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号。以下「ＤＶ防止法」という。）第１０条第１項の規定による保護命令を受け

ている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

（支給対象者）

第１５条 ひとり親家庭医療費の支給の対象となる者（以下この章において「支給対象者」と

いう。）は、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ

本町の区域内に住所を有するひとり親家庭の配偶者のない男子又は女子及び児童とする。

２ 前項の規定にかかわらず、配偶者のない男子又は女子以外の者に扶養されている児童であ

って、父母のない者については、ひとり親家庭医療費の支給対象者とする。

３ 配偶者がＤＶ防止法第１０条第１項の規定による命令を受けている男子又は女子であって、
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当該命令の申立てを行ったもの及びその児童のうち、次に掲げる要件に該当する者について

は、ひとり親家庭医療費の支給対象者とする。

(1) 九度山町の区域内に住所を有すること。ただし、配偶者からの暴力を受けた者等、や

むを得ない事情により九度山町に住民登録はできないが、生活の本拠が九度山町の区域内

にあることが確認できる者を含む。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及び被扶養者であること。

４ 前３項の規定にかかわらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は支給対象者としな

い。

(1) 生活保護法による保護を受けている者

(2) その他の法令等で全額医療給付を受けている者

（医療費の範囲）

第１６条 この条例により支給するひとり親家庭医療費の額は、支給対象者に対する医療保険

各法その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する

費用のうち支給対象者が負担する額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約又は定款により付加給付を受

ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、その者に支給すべ

きひとり親家庭医療費は、当該給付を受け、又は受ける額を控除した額とする。

第６章 特別医療費

（特別医療費における用語の意義）

第１７条 この章において、「特別」とは、経済的に特に低位にあるため、又は難治性の疾病

であるため、生活に困窮し医療費を負担することが困難であると認められる者をいう。

（支給対象者）

第１８条 特別医療費の支給対象となる者（以下この章において「支給対象者」という。）は、

本町の区域内に住所を有し規則で定める要件に該当する者で、生活が困窮していると認めら

れる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 第２条第１号から第４号の対象者である者

(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者

(3) その他、法令で全額医療給付を受けている者

（医療費の範囲）

第１９条 この条例により支給する特別医療費の額は、対象者に対する医療保険各法その他法

令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち支

給対象者が負担する額とする。

２ 前項の規定にかかわらず、医療保険各法による保険者の規約又は定款により付加給付を受

ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、その者に支給すべ

き特別医療費は、当該給付を受け、又は受ける額を控除した額とする。

（経過措置）

第２０条 この条例の施行日の前日までに特別医療費の支給対象となっていた者については、

第１８条の規定にかかわらず規則で定めるまでの期間について支給対象者とし、前条に規定

する医療費を支給する。

第７章 申請及び支給

（申請及び認定）

第２１条 第５条、第８条、第１１条、第１５条及び第１８条に規定する要件に該当する者が、
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各医療費の支給を受けようとするときは、町長に対し規則の定めるところにより申請し、受

給資格の認定を受けなければならない。

２ 町長は、前項の規定により認定を受けた者（以下「受給資格者」という。）に対し各医療

費を支給する。

（受給者証）

第２２条 町長は受給資格者に対し規則で定めるところにより受給者証を交付する。

２ 受給資格者は、医療機関等で医療の給付を受けるときは、受給者証を提示するものとする。

（支給方法等）

第２３条 各医療費は、第２１条第１項に定める認定を受けた受給資格者に対し、規則で定め

るところによりその申請に基づき支給する。

２ 前項の申請は、医療に関する給付を受けた日から起算して５年以内に行わなければならな

い。

３ 町長は、第１項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、各医療費を支給するものとする。

４ 第１項の規定にかかわらず、医療機関等で保険給付を受けた場合には、町長は、受給資格

者が医療機関等に支払うべき本人負担金（老人医療費については第６条第１項に定める額）

について各医療費として受給資格者に支給すべき金額に相当する金額を、その者に代わり、

当該医療機関等に支払うことができる。

５ 第１項の規定にかかわらず、国民健康保険法・健康保険法等の適用を受けている受給資格

者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び

和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うことができる。

６ 第４項又は第５項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し各医療費を支給し

たものとみなす。

第８章 その他

（届出の義務）

第２４条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速

やかに町長に届け出なければならない。

（支給金の返還）

第２５条 町長は、偽りその他不正な行為により、各医療費の支給を受けた者があるときは、

その者から既に支給した各医療費の全部又は一部を返還させることができる。

２ 町長は、この条例による各医療費の支給をした場合において、その支給事由が第三者の行

為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給

した金額の全部又は一部を返還させることができる。

（受給権の譲渡又は担保の禁止）

第２６条 各医療費の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

（委任）

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、第１０条から第１３条に規定

する重度心身障害児者医療費の支給に関しては、平成１８年８月１日から適用し、施行日ま

での間に新たに第１１条の支給対象となる６５歳以上の者の資格については、平成１９年７
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月３１日までをその期間とする。

２ この条例による改正後の各医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降

に受ける医療にかかる各医療費の支給について適用し、施行日前に受けた医療にかかる支給

については、なお従前の例による。

附 則（平成２０年３月２８日条例第９号）

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月２６日条例第６号）

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年６月２４日条例第１１号）

この条例は、平成２３年８月１日から施行する。

附 則（平成２７年３月２６日条例第７号）

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１４条及び第１５条の改正規定は平成２

７年４月１日から施行する。

２ この条例による改正後の九度山町老人等医療費の支給に関する条例の第３条第２項の規定

は、平成２７年８月診療分から適用し、平成２７年７月診療分までについては、なお従前の

例による。

（経過措置）

３ この条例の施行の日前に、改正前の九度山町老人等医療費の支給に関する条例の規定に基

づき給付した、又は給付すべきであった医療費については、この条例の施行の日以後におい

ても、なお従前の例による。

附 則（令和元年６月２６日条例第１２号）

（施行期日等）

１ この条例は、令和元年８月１日から施行する。

２ この条例による改正後の九度山町老人等医療費の支給に関する条例の規定は、令和元年８

月診療分の医療費から適用し、同年７月診療分までの医療費については、なお従前の例によ

る。

附 則（令和５年１２月２０日条例第１７号）

この条例は、公布の日から施行する。


